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令和５年７月２２日

畜産振興課

兵庫県における豚熱の患畜の確認について

１ 概要

〇 ７月２１日、兵庫県南あわじ市の「養豚場」の飼育豚について、

「豚熱」の疑い事例が発生、国の検査機関で確定検査を実施したところ、

本日、「豚熱」感染を確認

※ 兵庫県では、飼育豚においては初の感染事例

（令和３年６月より、豚熱ワクチン接種を開始）

※ 兵庫県における「野生いのしし」の豚熱感染状況

・令和３年３月１６日、丹波市で初確認

・令和３年７月３１日、淡路島で初確認

２ 発生農場からの飼育豚の移動について

○ 県内養豚場への飼育豚の移動はなし

３ 県内の防疫対策

（１）県内養豚場への対応

・速やかな情報提供と注意喚起

・早期発見、早期通報の徹底

・「車両・畜舎等の消毒」や「野生動物侵入防止対策」など、

飼養衛生管理の再徹底

（２）庁内危機管理体制の確認

・万一の県内発生に備え、「動員体制」や「緊急体制」、「農場での防疫措置の

手順」など、防疫体制の確認

（３）「野生いのしし」監視体制の徹底
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令和５年７月２２日

安全衛生課

兵庫県における豚熱の患畜の確認に対する対応

１ 豚肉の安全確保

（１）県内３と畜場への指導

食肉衛生検査所から、次の事項を徹底するよう指導

・と畜場における交差汚染防止の徹底

・異常豚が確認された場合の早期通報

（２）食肉衛生検査所の対応

・と畜検査時における異常の有無について確認の徹底

・異常豚発見時等における農林水産部との連携

２ いのしし肉の安全確保

県内野生鳥獣処理施設に対し、保健所から注意喚起

・いのしし捕獲場所の確認の徹底

・いのししに異常が認められた場合には、保健所または家畜保健衛生所へ

連絡するよう指示

・記録の作成及び保存の徹底

３ 愛玩動物（ミニブタ等）への対応

動物愛護管理センターから、次の事項を指導

・豚を取り扱う動物取扱事業者への注意喚起

・ミニブタ等飼育者への啓発

４ その他

・県ホームページ・ＳＮＳ等で、豚肉の安全性を周知し、風評被害を防止

豚熱は、豚やいのししの病気であり、人に感染することはない

豚熱にかかった 肉や内臓を食べても、人体に影響はない
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